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議案第２３号  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則の制定について  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を次のように

定める。  

平成２８年４月２２日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

 

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則  

上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則（平成２７年上尾市

教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。  

別表備考第２項中「定める者」の次に「（以下これらの者を「要保護者等」

という。）」を加え、「当該支給認定保護者に」を「当該支給認定保護者

（特定教育・保育又は特別利用教育に係る負担額算定基準額（子ども・子育

て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第１４条の２第２項に規定す

る負担額算定基準額をいう。以下同じ。）が７万７，１０１円未満である場

合における支給認定保護者に限る。）に」に、「、「０円」と」を「「０円」

と、「同表Ｃの項中「７，５００円」とあるのは「３，７５０円」と」に改

め、同表備考第３項中「（平成２６年政令第２１３号）」を削り、同表備考

中第４項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加える。  

４  特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令第１４条の２第１項

に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合

の支給認定保護者（特定教育・保育又は特別利用教育に係る負担額算

定基準額が７万７，１０１円未満である場合における支給認定保護者

に限る。）に係る次の各号に掲げる支給認定子どもが受けた特定教

育・保育又は特別利用教育に係る利用者負担額は、この表の規定にか

かわらず、当該支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定子ど

もの区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

(1 ) 子ども・子育て支援法施行令第１４条の２第１項第１号イ又はロ

に掲げる支給認定子ども  当該支給認定保護者の区分に応じたこの
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表に定める利用者負担額に１００分の５０を乗じて得た額  

(2 ) 子ども・子育て支援法施行令第１４条の２第１項第２号イからハ

までに掲げる支給認定子ども  ０円  

５  特定被監護者等が２人以上いる場合において、支給認定保護者又は

当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育又は特

別利用教育のあった月において要保護者等に該当する場合における当

該支給認定保護者（特定教育・保育又は特別利用教育に係る負担額算

定基準額が７万７，１０１円未満である場合における支給認定保護者

に限る。）に関する前項の規定の適用については、同項中「当該各号

に定める額」とあるのは、「０円」とする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表の規定は、平成２８年４月１日以後に行われた特定教育・

保育及び特別利用教育について適用し、同日前に行われた特定教育・保育

及び特別利用教育については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）の一部改正

に伴い、低所得世帯・多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、所要の

改正を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第２４号  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定につい

て  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

平成２８年４月２２日提出  

上尾市教育委員会教育長   池  野  和  己  

 

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第２１条の見出し中「の従事」を「への従事等」に改め、同条第１項中

「又は」を「若しくは」に、「、事務若しくは営利企業等に従事しようとす

るとき」を「若しくは事務に従事し、又は営利企業に従事等しようとすると

き」に改める。  

第３号様式の２を次のように改める。  
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附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正前の第３号様式の２による用紙は、当分の間、所要の調整をして使

用することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

埼玉県立学校職員服務規程の一部改正に伴い、服務規程の一部を改正し

たいので、この案を提出する。  


